
平
成
二
十
七
年
五
月
八
日
提
出

質

問

第

二

二

三

号

二
〇
一
五
年
の
日
米
防
衛
協
力
の
た
め
の
指
針
の
決
定
過
程
と
立
憲
主
義
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

逢

坂

誠

二

223



二
〇
一
五
年
の
日
米
防
衛
協
力
の
た
め
の
指
針
の
決
定
過
程
と
立
憲
主
義
に
関
す
る
質
問
主
意
書

二
〇
一
五
年
四
月
二
十
七
日
、
日
本
政
府
の
外
務
大
臣
お
よ
び
防
衛
大
臣
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
の
国
務
長
官
お
よ
び
国

防
長
官
は
、
日
米
安
全
保
障
協
議
委
員
会
（
以
下
「
Ｓ
Ｃ
Ｃ
」
と
い
う
。
）
を
開
催
し
、
日
本
の
「
安
全
並
び
に
国
際
の
平
和

及
び
安
全
の
維
持
に
対
す
る
同
盟
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
再
確
認
」
し
た
。
Ｓ
Ｃ
Ｃ
終
了
後
、
「
日
米
防
衛
協
力
の
た
め
の
指

針
」
（
以
下
「
本
指
針
」
と
い
う
。
）
が
公
表
さ
れ
た
。

本
指
針
で
は
、
「
い
ず
れ
の
政
府
に
も
立
法
上
、
予
算
上
、
行
政
上
又
は
そ
の
他
の
措
置
を
と
る
こ
と
を
義
務
付
け
る
も
の

で
は
な
」
い
と
し
つ
つ
も
、
「
二
国
間
協
力
の
た
め
の
実
効
的
な
態
勢
の
構
築
が
指
針
の
目
標
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
日
米
両
政

府
が
、
各
々
の
判
断
に
従
い
、
こ
の
よ
う
な
努
力
の
結
果
を
各
々
の
具
体
的
な
政
策
及
び
措
置
に
適
切
な
形
で
反
映
す
る
こ
と

が
期
待
さ
れ
る
」
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
Ｓ
Ｃ
Ｃ
の
共
同
発
表
で
は
、
「
米
国
は
、
日
本
の
「
積
極
的
平
和
主
義
」
の
政
策
及
び
二
〇
一
四
年
七
月
の
閣
議
決

定
を
反
映
す
る
当
該
法
制
を
整
備
す
る
た
め
に
現
在
行
わ
れ
て
い
る
取
組
を
歓
迎
し
、
支
持
す
る
」
こ
と
が
示
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
以
下
質
問
す
る
。

一

Ｓ
Ｃ
Ｃ
共
同
発
表
で
言
及
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
本
指
針
の
目
標
と
す
る
も
の
の
実
現
に
は
、
「
日
本
の
「
積
極
的
平
和

一



主
義
」
の
政
策
及
び
二
〇
一
四
年
七
月
の
閣
議
決
定
を
反
映
す
る
当
該
法
制
を
整
備
す
る
た
め
に
現
在
行
わ
れ
て
い
る
取

組
」
が
必
要
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
現
行
法
制
の
修
正
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
政
府
が
現
行
の
国
内
法
制
で
で
き
な
い

目
標
を
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
と
合
意
す
る
こ
と
は
ど
の
よ
う
な
根
拠
に
基
づ
い
て
い
る
の
か
具
体
的
に
示
さ
れ
た
い
。

二

日
本
国
憲
法
第
七
十
二
条
で
は
、
「
内
閣
総
理
大
臣
は
」
「
外
交
関
係
に
つ
い
て
国
会
に
報
告
し
、
並
び
に
行
政
各
部
を

指
揮
監
督
す
る
」
と
示
さ
れ
、
第
七
十
三
条
で
、
「
内
閣
は
、
他
の
一
般
行
政
事
務
の
外
、
左
の
事
務
を
行
ふ
」
と
し
て
、

同
条
第
二
号
で
、
「
外
交
関
係
を
処
理
す
る
こ
と
」
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
か
か
る
日
本
国
憲
法
の
条
文
は
「
外
交
関
係
に

つ
い
て
国
会
に
報
告
」
す
る
こ
と
を
優
先
し
て
い
る
と
解
す
べ
き
で
あ
り
、
政
府
が
現
行
の
国
内
法
制
で
で
き
な
い
目
標
を

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
と
合
意
す
る
こ
と
は
、
日
本
国
憲
法
第
四
十
一
条
で
い
う
「
国
会
は
、
国
権
の
最
高
機
関
で
あ
つ

て
、
国
の
唯
一
の
立
法
機
関
で
あ
る
」
こ
と
を
軽
視
し
、
ひ
い
て
は
国
民
主
権
に
反
す
る
の
で
は
な
い
か
。
政
府
の
見
解
を

示
さ
れ
た
い
。

三

立
憲
主
義
と
は
、
一
般
的
に
、
国
家
権
力
の
恣
意
的
な
侵
害
を
制
限
す
る
こ
と
で
、
国
民
の
自
由
、
権
利
を
保
障
し
よ
う

と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
Ｓ
Ｃ
Ｃ
共
同
発
表
で
示
さ
れ
た
よ
う
に
本
指
針
は
「
二
国
間
協
力
の
た
め
の
実
効
的
な
態
勢
の
構

築
が
指
針
の
目
標
」
と
さ
れ
て
お
り
、
国
会
の
チ
ェ
ッ
ク
を
受
け
る
以
前
に
「
実
効
的
な
」
法
整
備
が
行
わ
れ
る
と
い
う
前

二



提
で
政
府
が
他
国
政
府
と
合
意
し
、
共
同
発
表
を
行
っ
て
い
る
。
か
か
る
手
続
き
は
、
日
本
国
憲
法
第
七
十
三
条
第
二
号
の

「
外
交
関
係
を
処
理
す
る
こ
と
」
を
根
拠
と
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
併
せ
て
日
本
国
憲
法
第
七
十
二
条
で
は
「
外
交
関

係
に
つ
い
て
国
会
に
報
告
」
す
る
と
い
う
留
保
も
明
示
さ
れ
て
い
る
。
特
に
、
「
二
〇
一
四
年
七
月
の
閣
議
決
定
を
反
映
す

る
当
該
法
制
を
整
備
」
す
る
た
め
の
法
改
正
は
、
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
容
認
の
道
を
開
く
も
の
で
、
将
来
の
国
民
の
自

由
、
権
利
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
得
る
も
の
で
あ
る
。
「
国
会
に
報
告
」
す
る
こ
と
は
、
当
然
、
国
会
で
十
分
に
議
論
が

尽
く
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
政
府
の
本
指
針
決
定
に
お
け
る
手
続
き
は
国
会
を
軽
視
し
、

立
憲
主
義
に
反
す
る
の
で
は
な
い
か
。
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

四

Ｓ
Ｃ
Ｃ
共
同
発
表
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
日
本
の
「
積
極
的
平
和
主
義
」
の
政
策
及
び
二
〇
一
四
年
七
月
の
閣
議
決
定
を
反

映
す
る
当
該
法
制
を
整
備
す
る
た
め
に
現
在
行
わ
れ
て
い
る
取
組
」
は
本
指
針
の
決
定
後
、
立
法
化
さ
れ
国
会
に
提
出
さ
れ

る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
に
関
す
る
外
交
交
渉
で
も
同
様
で
あ
る
が
、
国
会
で
の
関
連
法
制
の
十
分

な
審
議
を
期
待
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
政
府
は
誠
実
な
姿
勢
で
、
適
時
、
国
会
に
交
渉
概
要
を
報
告
す
べ
き
で
あ
る
。
外
交
交

渉
で
あ
る
た
め
、
詳
細
な
内
容
は
開
示
で
き
な
い
と
し
て
も
、
国
会
に
何
ら
報
告
な
く
他
国
政
府
と
の
交
渉
を
済
ま
せ
、
結

果
だ
け
を
審
議
し
ろ
と
い
う
の
は
あ
ま
り
に
も
誠
実
さ
に
欠
け
る
。
政
府
・
与
党
の
姿
勢
は
、
衆
議
院
で
の
圧
倒
的
な
与
党

三



の
議
席
数
に
恃
ん
で
、
提
出
法
案
が
無
修
正
で
速
や
か
に
可
決
さ
れ
る
も
の
と
し
て
国
会
や
野
党
と
の
関
係
を
軽
視
す
る
も

の
で
あ
り
、
立
憲
主
義
に
反
す
る
の
で
は
な
い
か
。
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

四


